
の部分を引き渡した場合においては当該建築材料又は建築物の部分を引き渡

した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工

事を施工した場合（設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料

又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料又は建築物の

部分を使用して工事を施工した場合を除く。）においては当該建築物の工事

施工者）は、５００，０００円以下の罰金に処する。 

２ 前項に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によ

るものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主

に対して同項の罰金刑を科する。 

３ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその

法人又は人の業務に関して、前２項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対して第１項の罰金刑を科する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第７条から第１３条まで及び

第１６条の規定は、平成２９年７月１日から施行する。 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

不燃化重点対策地区における建築物の不燃化の推進に関し、市及び建築物の

所有者等の責務を明らかにするとともに、建築基準法第４０条の規定による構

造に関する制限の付加その他必要な事項を定めることにより、地震による火災

が発生した場合の不燃化重点対策地区における延焼により生ずる被害を軽減す

ることを目的として、この条例を制定するものである。 

議案第１８１号 

 

   川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例の

一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

            平成２８年１１月２８日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条

例の一部を改正する条例 

 川崎市地区計画の区域内における建築物等の形態意匠の制限に関する条例（平

成２１年川崎市条例第１２号）の一部を次のように改正する。 

 別表に次のように加える。 

１２ 小杉町１・２丁

目地区整備計画

区域 

都市計画法第２０条第１項の規

定により告示された小杉町１・２

丁目地区地区計画の区域のうち再

開発等促進区で地区整備計画が定

められた区域 

Ｂ地区 

Ｃ地区 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

議案第１８１号



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

小杉町１・２丁目地区地区計画の区域内における建築物等の形態意匠につい

て、当該地区計画において定められた形態意匠の制限に適合しなければならな

いこととするため、この条例を制定するものである。 


